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□
機
能
訓
練

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
指
導

＝
日
時
の
問
い
合
わ
せ
は
同
セ
ン
タ

ー
へ

□
６
月
の
日
曜
開
館
日

日
時
＝
６
月
16
日
�

巡
回
バ
ス
コ

ー
ス
＝〈
早
便
〉元
総
社
コ
ー
ス〈
遅

便
〉
東
コ
ー
ス

□
保
健
学
級

日
時
＝
６
月
３
日
�
午
後
１
時
45
分

〜
２
時
30
分
　
内
容
＝
夏
の
健
康
管

理
（
食
中
毒
予
防
）

□
機
能
訓
練

作
業
療
法
士
・
理
学
療
法
士
の
指
導

＝
日
時
の
問
い
合
わ
せ
は
同
セ
ン
タ

ー
へ

□
６
月
の
日
曜
開
館
日

日
時
＝
６
月
９
日
�

巡
回
バ
ス
コ

ー
ス
＝
〈
早
便
〉
上
川
淵
・
下
川
淵

コ
ー
ス
〈
遅
便
〉
城
南
南
部
・
駒
形

コ
ー
ス

□
保
健
学
級

日
時
＝
６
月
14
日
�
午
後
１
時
45
分

〜
２
時
30
分
　
内
容
＝
生
活
習
慣
病

（
糖
尿
病
）

□
機
能
訓
練

作
業
療
法
士
・
理
学
療
法
士
の
指
導

＝
日
時
の
問
い
合
わ
せ
は
同
セ
ン
タ

ー
へ

□
７
月
の
日
曜
開
館
日

日
時
＝
７
月
７
日
�

巡
回
バ
ス
コ

ー
ス
＝
〈
早
便
〉
桂
萱
コ
ー
ス
〈
遅

便
〉
本
庁
東
コ
ー
ス

元
総
社
西
部
第
三
明
神
地
区
土
地

区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
新
し
い
委
員
の
選
挙
を
行

い
ま
す
。

な
お
、
八
月
に
こ
の
地
区
の
換
地

処
分
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

完
了
し
、
選
挙
日
前
に
換
地
処
分
の

県
報
公
告
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、

選
挙
が
取
り
や
め
に
な
り
ま
す
。

選
挙
期
日
＝
９
月
８
日
�

選
挙
さ

れ
る
委
員
＝
８
人
　
選
挙
人
名
簿
の

縦
覧
と
異
議
の
申
し
出
＝
７
月
23
日

�
〜
８
月
５
日
�

立
候
補
届
の
受

け
付
け
＝
８
月
13
日
�
〜
22
日
�
、

市
役
所
９
階
区
画
整
理
第
一
課

□
選
挙
人
名
簿
の
登
録
手
続
き

選
挙
に
先
立
ち
、
選
挙
人
名
簿
を

確
定
し
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
人
は

次
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
未
登
記
の
借
地
権
が
あ
る
人
は
、

６
月
24
日
�
ま
で
に
借
地
権
を
申
告

�
共
有
の
所
有
権
（
借
地
権
）
が
あ

る
人
は
、
８
月
５
日
�
ま
で
に
代
表

者
選
任
通
知
�
土
地
所
有
者
（
借
地

権
者
）
が
死
亡
し
て
い
る
土
地
の
相

続
人
は
８
月
５
日
�
ま
で
に
相
続
届

け
出
と
相
続
人
代
表
者
選
任
通
知
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
区
画
整
理
第
一

課
�
８
９
０
―
６
９
１
２
へ
。

市
県
民
税
は
、
今
年
一
月
一
日
現

在
で
本
市
に
住
所
の
あ
る
人
が
対
象

で
す
。
税
額
は
三
月
十
五
日
ま
で
に

申
告
さ
れ
た
、
確
定
申
告
や
市
県
民

税
の
申
告
書
な
ど
を
基
礎
に
計
算
し

ま
す
。
こ
の
税
に
は
、
納
税
者
本
人

が
納
め
る
普
通
徴
収
と
勤
務
先
な
ど

か
ら
納
め
る
特
別
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
所
得
＝
昨
年
一
年
間
で

得
た
す
べ
て
の
所
得
の
合
計
額
　
納

税
方
法
＝
今
回
郵
送
（
六
月
上
旬
を

青
少
年
補
導
セ
ン
タ

ー
で
は
、
街
頭
補
導
や

教
育
・
青
少
年
相
談
事

業
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
運
営
方
法
に

つ
い
て
意
見
を
聞
く
た

め
、
運
営
協
議
会
の
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数
＝
二
人
（
選

考
）

任
期
＝
７
月
１

日
か
ら
二
年
間
　
応
募

資
格
＝
次
の
す
べ
て
を

満
た
す
人
�
20
歳
以
上

で
本
市
に
引
き
続
き
三

カ
月
以
上
住
所
が
あ
る

�
他
の
審
議
会
委
員
と

な
っ
て
い
な
い
�
青
少

年
問
題
に
関
心
が
高
い

�
平
日
に
開
催
さ
れ
る
運
営
協
議

会
に
出
席
で
き
る
　
申
し
込
み
＝

６
月
14
日
�
ま
で
に
応
募
の
動
機

や
青
少
年
教
育
に
対
す
る
考
え
を

四
百
字
程
度
の
文
章
に
ま
と
め
、

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
職

業
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
〒
３

７
１
―
０
０
３
５
前
橋
市
岩
神
町

三
丁
目
一
―
一
・
総
合
教
育
プ
ラ

ザ
内
青
少
年
補
導
セ
ン
タ
ー
（
�

２
３
０
―
９
０
９
６
）
へ
郵
送
ま

た
は
直
接

予
定
）
す
る
納
税
通
知
書
は
、
年
税

額
を
年
四
回
に
分
け
て
納
め
る
普
通

徴
収
で
す
。
口
座
振
替
ま
た
は
各
金

融
機
関
の
窓
口
な
ど
で
納
期
内
に
納

め
て
く
だ
さ
い

□
個
人
市
民
税
の
減
免

生
活
保
護
を
受
け
て
い
た
り
、
災

害
で
被
害
を
受
け
た
り
し
た
な
ど
、

特
別
な
事
由
で
納
税
が
困
難
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
市

民
税
の
減
免
が
適
用
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
、
申
請

書
を
納
期
限
の
七
日
前
ま
で
に
市
民

税
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◯
…
問
い
合
わ
せ
は
市
民
税
課
�
８

９
０
―
６
２
０
３
へ
。

ひ
ろ
せ�

２
６
１
―
０
８
８
０

老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー

し
き
し
ま

�
２
３
３
―
２
１
２
１

老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー

お
お
と
も

�
２
５
２
―
３
０
７
７

老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー

日
時
＝
６
月
21
日
�
午
後
１
時

30
分
　
会
場
＝
市
役
所
11
階
北

会
議
室
　
対
象
＝
一
般
、
先
着

十
人
　
申
し
込
み
＝
当
日
午
後

１
時
20
分
に
会
場
へ
直
接
　
問

い
合
わ
せ
＝
教
育
委
員
会
総
務

課
�
８
９
０
―
５
８
０
２

教
育
委
員
会

６
月
定
例
会

元
総
社
明
神
地
区
の

審
議
委
員
を
改
選

市
県
民
税
の
納
付

今
月
か
ら
で
す

▲電話相談などの
事業を実施

申告を基に納税額を計算

青少年補導センター　 運営委員を募集


